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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし □　当面余地なし ■　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事業内容
　里山で行われる間伐等の森林整備に対して補助する。
　　　（実質補助率：【国】51/100、【県】39/100）

実施期間 H20 H24 根拠法令等 森林法第193条、同施行令第12条、森林づくり指針

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

　健全な森林を維持育成し、減災や地球温暖化対策のため森林整備の推進を支援する必要がある。
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事業の
目　的

　森林づくり県民税を活用し、集落周辺の里山林のもつ公益的機能が十分発揮できるよう、間伐等の森林整備を実施し、健全
な森林の育成を図る。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

　集落周辺の里山林では適切な森林整備が行われず、公益的機能の低下により、甚大な災害の発生や地球温暖化が懸念さ
れている森林がある。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

　零細で複雑な所有形態の森林が多く、手入れ不足の森林が増加している。

事業の
必要性

― 7,149

千円 ― 411,418

森林づくり県民税基金　繰入金
198,063

補助金：404,269
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404,269 ― 補助

― 0 0 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

― 1.00

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 ― 404,325 808,650 国庫・県単

19年度

・今まで整備が進まなかった里山林を整備し、地域ごとにモデル
団地を設置しＰＲしたことで、県民の森林整備への関心が高まり
ニーズが増加している。
・森林法第193条により規定された補助や、森林づくり条例に基
づく指定地域で行う事業であり、県の関与について当面見直す
余地はない。
・間伐を中心とした森林整備は概ね目標どおりの面積が実施さ
れているが、増え続ける間伐計画量に対し林業労働力が不足し
ているため、林業労働力の確保とともに、今後さらに施業の集約
化を図りながら進めることで有効性を高める余地はある。

  ■　増加 □　横ばい □　減少

左記以外の20年度の実績

間伐実施面積 ― 1,761 4,000

1,761 5,761

累計進度 24.6

20年度

― 7.5

21年度（予定）19年度

―

内線

E-mail
みんなで支える里山整備事業

(森林づくり県民税活用事業）

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

3263

shinrin@pref.nagano.jp
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事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

森林整備を実施し、森林のもつ公益的
機能の高度発揮を図る。
（森林税を活用し平成20年度から平成
24年度までに23,400haの間伐を実施す
る。）

2,000haの間伐を実施し、累計進度を
8.5%とする。

1,761ha(88%)の間伐が実施し、累計進度
は7.5%となり、平成24年度の目標達成に
向け概ね順調に推移している。

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

1-01,1-02,1-08,
5-06

林務部　森林づくり推進課部・課事業番号
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ha
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区　　分 単位

人

千円

事　業　名

―
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内　　容 単位

%

森林整備面積累計

千円

千円
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区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括

・信州の森林づくりアクションプランによる間伐計画の実行確保を図るためにも、市町村や森林組合等との協働によ
る施業の集約化を図りながら、より計画的に進めていく必要がある。
・森林の多面的な機能を持続的に発揮させ、健全な姿で次の世代に引き継いでいくため、 平成20年度から「長野
県森林づくり県民税」を導入した。今後は新たな財源を効果的に活用し間伐等の森林づくりを集中的に実施してい
く必要がある。
・増え続ける間伐計画量に対応するため、通年雇用への転換、新規就業者の採用増、就業希望者の再雇用など、
（財）長野県林業労働財団等と協働して、林業労働力の確保に努める必要がある。
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